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1 .研究目的

本研究の目的は、ミャンマーにおいて家

族成員による隣国への出稼ぎがもたらす

HIVの母子感染およびそれに伴う HIV遺児

の現状を明らかにすることである。

今日、全世界における HIV感染者および

AIDS患者は約 3，000万人を超え、感染者の

90%以上は途上国に暮らす人々である。

HIV/AIDSの問題は、感染・発症した当事者

の身体的・精神的苦痛と同時に、その家族

の生活・生命の質をも低下させることが挙

げられる。中でも、 HIVに擢患した配偶者

あるいは性産業に従事した経験から HIVに

感染した女性や母子感染した子どもは、当

事者としての苦痛とともに外部からの偏見

や稼ぎ手の喪失による経済的困難など、二

重三重の困難を抱える。

アジアで最も HIV感染率が高い国のひ

とつであるミャンマーは、 2005年時点で約

36万人の感染者が推定されている。

HIV蔓延は貧困と密接に関連する。後

発発展途上国の指定を受け、推定一人当た

りGDPがUS$230のミャンマーも例外では

ない。 1988年以降の民主化移行プロセスも

関連した経済発展および開発の立ち遅れが

移住労働者の増加を招き、その家族への感

染拡大が深刻な状況である。現在、 HIVの

影響下にある母子に対して限られた財政

的・人的資源はごく一部の母子へ分配され

るのみで、母子への HIV対策は依然多くの

課題を抱えている。 HIV遺児にいたっては

実数の把握もされておらず、 HIVの影響下

にある母子の実態は未だ十分に明らかにさ

れていない。特に影響が大きいと考えられ

る国境へのアクセスが容易なタウンシップ

でさえも、政治的要因により HIVの影響を

受ける人々の状況が把握できていないのが

現状である。

II.研究方法

1.研芳デ、ずイン

本研究は、ミャンマ一国境付近で出稼ぎ

成員を抱える母子の健康課題、特に HIVの

母子感染およびそれに伴う HIV遺児の現状

について記述する質的記述的研究である。

2.対象者

本研究は、ミャンマ一連邦の北東部に位

置し、中国およびタイ王国の国境に近い東

シャン州チャイトン・タウンシップで、実施

する。

主な研究協力者は、夫あるいは妻が国境

への出稼ぎ経験があり、少なくとも夫婦の

いずれかが HIV感染している (AIDS発症

の有無は問わない)家族計 5世帯である。

夫婦のうち、生存していれば優先的に妻に

インタピュを行う。妻が死亡している場合、

①夫、②祖父母、③兄弟を養育している年

長のこども、④親戚の優先順位で個別にイ

ンタピュを行い、家族を 1単位としてデー

タを補完していく。

副たる研究協力者は、母子保健の NGO

関係者、 HIV感染者の支援施設関係者、タ

ウンシップの凹V担当医務官である。



3.研'Je.才法

Iノデータ1/Jl1l害才長会

データ収集は、半構成的インタピュ法を

用いた。日本語検定2級のミャンマ一人通

訳を介してミャンマー語でインタピュを行

った。通訳は、本研究のデータ収集地区に

おいて、 HIV感染者および孤児の支援を行

うミャンマ一人女性であり、研究協力者と

の信頼関係も確立している。従って、本通

訳を介すことで外国人である研究者が、

HIVへの感染を含めた母子の健康状況、遺

児の生活状況、スティグマについても話を

聴くことができると考えた。インタピュ時

間は 1回 30-60分とした。

主な研究協力者のリクルート方法は、次

のとおりである。調査地区の前HIV担当医

務官から研究の承諾を得た後、条件に適し

た候補者を前HIV担当医務官およびミャン

マ一人通訳とともに選択した。候補者から

協力の同意が得られたら面接実施予定日時

を通訳が調整した。実施前には、研究趣旨、

研究方法を説明し、同意を得た後、インタ

ピュガイドを用いて面接者が質問した。

副たる研究協力者には研究者が研究趣

旨、研究方法を説明し、同意を得た後、イ

ンタピュガイドを用いて面接者が質問した。

主な研究協力者へのインタピュは、デモ

グラフィクス(年齢、家族構成、職業、教

育歴、子どもの数、夫の年齢・職業・教育

歴等)、出稼ぎ経験(期間、国、仕事内容、

賃金)、健康状態(身体的・精神的・社会的

健康状態等)、生活・経済状況(住居、食事

内容、年収、所有物)、スティグマの詳細に

関する質問で構成される。

副たる研究協力者へのインタピュは、タ

ウンシップにおける HIV感染の概況 (HIV

2 

感染者数、検査数、感染者の男女比、年代

別比較、治療者数、治療方法)、母子保健の

概況(出生率、妊婦健診受診率、出産場所、

技能者による出産介助率、妊産婦死亡率、

新生児(乳児)死亡率、 5歳未満死亡率、

避妊実行率、助産師および補助助産師数等)、

HIV感染者への支援の程度(官あるいは民

による経済的・物資的支援の有無)で構成

される。

インタピュ内容は協力者の同意を得て、

その場で筆記した。ミャンマーにおける

HIV/AIDS感染者へのスティグマは根強く、

自身の HIVに関する経験の語りを録音に残

すことは研究協力者に脅威を与える可能性

が強い。従ってデータは録音せず、研究者

がインタピュの最中および直後に研究協力

者の語りを筆記した。

2ノデータ分'IIT才法

データ分析は、Krippendorf(1999)の内容

分析の方法を参考にした。具体的には、イ

ンタピュ録を反復して読み、記録の中から

家族に出稼ぎ成員を抱える母子の健康課題、

特に母子感染およびそれに伴う HIV遺児の

現状について語っている部分を抽出し、夫

あるいはその配偶者本人による国境への出

稼ぎ労働の経験が母子の生活にどのような

影響を及ぼしているのかを説明できるもの

とした。

分析プロセスにおいては、本研究につい

てよく理解しているミャンマーで、活動を行

うNGO関係者、途上国における HIV支援

関係者とのディスカッションを通して行い、

分析内容の公正さと妥当性を確保するよう

努めた。



4. A合理局rtEJI.書 匠名性の保持、個人情報の守秘を厳守する。

本研究の実施にあたり 主な研究協力者 研究協力者には、現地の物価を鑑み、

には研究に関する説明と同意を識字への配 1.000円程度の謝礼を渡した。

慮から口頭によるものとした。研究の目 なお、研究の実施に先立ち、研究計画書

的・方法などに関する説明を十分に行った は聖路加看護大学研究倫理審査委員会の承

うえで、自由意志(協力拒否、途中辞退に 認(承認番号:09-080 を得た。

よる不利益を被らないことの保証)に基づ

く研究協力を得るように配慮した。なお、

本研究の主な研究協力者は文字の読み書き

の経験はあるが、日常活字や電子機器に触

れない生活を送る。また、軍事政権下にお

いては、反政府的な文書・録音等による密

告により、市民の突然の逮捕・投獄があり

得る。そのため、文書や録音による説明・

同意は、研究者の経験上、例え反政府的な

内容ではなくとも、出稼ぎに出ざるを得な

い経済状況にある市井の協力者の緊張を高

め心理的負担になると考える。従って、研

究に関する説明と同意は口頭のみとした。

但し、研究協力者を支援するミャンマ一人

看護師が説明と同意に立会い、説明内容の

理解度や同意の意思確認を、研究者が席を

外した場で、再度行った。

副たる研究協力者には、研究協力への同

意を得た後、同意書 2通への署名を依頼し

1通を協力者、 lつを研究者が保した。研究

協力を中止する場合は、研究者が現地滞在

中なら研究者あるいは通訳に署名済みの断

り書を渡すよう説明した。研究者が帰国後

に協力を中断する場合、通訳への電話、あ

るいは研究者への電子メールでいつで、も中

断できることを伝えた。

また、得られたデータは研究終了後シュ

レッダーで破棄することとした。

研究の成果発表に際しては、公表への了

解が得られたもののみとし、その場合にも
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III.結果

1.研5e!$才まの墓恭助得控

主なる研究協力者として面接を実施した

のは計 7家族、延べ 11人で、あった。このう

ち、国境への出稼ぎ経験があった家族は 4

家族、延べ6人で、あった。残りの 3家族は、

国境への出稼ぎ、経験がない家族であったた

め、本研究データから除外した。本研究の

データに採用した主なる研究協力者の概要

を表 1に示す。また、面IJたる研究協力者と

して面接を実施したのは計 2名で、いずれ

もクリニックを経営している医師であった。

以上計 8名の面接結果を本研究のデータと

して採用した。

主な研究協力者の状況は様々であった。

感染経路は全員が性交渉で、あった。感染源

は夫が 2家族、妻が 1家族、自身の売春が

1家族で、あった。 4家族中、死因が AIDS

と考えられる家族成員がいたのは 1家族で、

妻および子ども 2名の計3名が死亡してい

た。研究協力者の中で HIVの母子感染があ

ったのはこの 1家族のみで、感染者の夫は、

AIDSの発症を抑える抗レトロウィルス薬

(Anti Retroviral Therapy、以下ARTとする)

を内服していなかった。

残り 3家族の感染者は、全員 ARTの内服

治療を受け生存し、且つ家族にも感染を拡

大していなかった。

yuki
下線



また、副たる研究協力者は、いずれも対 まL注。j

象地域でHIV患者を日々診療する現役の医

師であった。

1田の面接時間は 30分"'"'90分で、半数は

60分程度であった。面接に 60分以上要し

た 2名は、いずれもミャンマ一語を十分解

さず、日本語特ミャンマー語特シャン語の

翻訳作業が必要となった点が理由である。

2. ilfflJtJii果

国境への出稼ぎ労働による HIV/AIDSが

母子保健に及ぼす影響と生活実態を分析し

た結果、 5つのカテゴリが抽出された。以

下、カテゴリ毎に結果を示す。カテゴリは

【 】、生データは f Jで、内容理解が難

しいと思われる個所は( )で補足した。

心跨;ftまいといクことは凌いですぷ主原薪

;)3';1; !Jまれの2:"'b!J苦み 'b;1;!J~大良子筋

#言'b;1;ります-;'J

2)カテゴリ 2:【症状と薬が支配する生活】

このカテゴリは、 HIV感染者にとって、

AIDSの発症を抑える抗レトロウィルス薬

(Anti Retroviral Therapy、以下ARTとする)

の内服を継続することが、人生の選択肢を

制限していることを表すカテゴリである。

ARTは高価であり、国民皆保険制度のない

ミャンマーでは、病気の治療費は全額自己

負担のため働いて薬代を得る必要がある。

経済的な困窮故に出稼ぎに出て HIVに感染

し、治療費の負担が増したにも関わらず、

1)カテゴリ 1 【からだも心もうつうつ】 地元で薬を入手する必要性や身体症状から

このカテゴリは、 HIV感染者が、自身の 出稼ぎに行くことができない感染者のジレ

心身の状態を表わすカテゴリである。多く ンマを表している。

の感染者は、面接時に重篤な身体および精

神症状を抱えてはいなかったが、頭痛、関 fやグだいことはたぐ Jん;1;!Jますがも l

節痛、咽頭痛、掻捧感などの身体症状と同 点ノ与に 1@l薬!:Jti!Jf，ご行ぐので勉のとごδ

時に精神的に抑うつ状態であった。f，ご庁げますんolffiらiu土佐事Lかできと土い

九心継いで大読解;ft邸時'b;1;!J J，吉丈 といクごとで大j

fiiJ'b '--'7士ぐ宕いとJET5時'b;1;!J J，吉丈j

f(，がら芝、のj益段/;J:凌いでず二で'bd-つp

ft事/;J:でさますん。す-32: (A苦'，ft:iJfj}ぎ、七j

ご連防、食べられ在ぐま初当らです二伸厳j

lI!liûáい時6たまに;1;!J~大具合の悪い

時jご/;J:宕jご'b'--'危ぐ凌ぐまダまず二一番具

合の'!$It時段、のと、、にでまた感染症のすい

でfiiJ'bJt7:J.必めと含ぐ在ったんで丈クグニ

yクjご庁って薬を6らってよぐと't!Jま'--'!e

」戸、一番具合の'!$It時 jご/;J:A，ぬと，t!!ってp
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fl/J{λjご之土石。とラ在住夢が'--'!elt)で大 で

6反'，ftやすいので(難Lいノ。J

伐と8分で11λの家族吾妻ってい与のjご、

夜λのほとん2:''I;J:嘉作jご宕ってLまいま

ずユj

3)カテゴリ 3:【絶望の中の願い】

このカテゴリは、感染者が HIVに感染し

たことで将来に絶望しながらも、日々の暮



らしに願いを込めながら生活をしているこ

とを表すカテゴリである。感染者は、家族、

特に子どもの将来が無事であることを願っ

ていた。

ft!J分の子rもがこれからどラ在oかをい

っ6考之よさず二 子C!:"i6 ，:j.iりtd-ぐ在石よさで云

支でいたハ fJJ，:j.i'v ¥凌ぐな与と子C!:"i6 /:1.大

変ですが， i6 LfJJ.がい凌ぐ在って6子止、、6

jご/:ift雪鍾Lてlλ で主主てい;toj; j /，ご宕

って/:;ELv ¥0 J 

f今はちょっと調子がよいので、 sJC府案

のλのJ士めや家族のf士めjごf匂がやグだいと

J!JってV¥まず二一・8分泌元支で家庭がちゃ

んとご飯を食べて生庇でされ/;!"ょいとA!Jい
ま大/

f (iif i6 fjff，みはまいです二府支で大変企庁jご

あいま L7t。ごftJXJ:.(iif，か Ll士いとは宮い

ま世ん。家族会員の洗濯や'illliJt; V ¥を併でj

進撃げまい分やっています二疲れやすいので、

たまに座って供与と在がらです二いろいδオ

変宕ごと/:1hoげよクまぐd;主ますん。ノ

4)カテゴリ 4:【スティグマを甘んずる】

このカテゴリは、感染者が HIV感染によ

るスティグ、マや差別を感じながらどうする

こともできず甘んじて受け入れている状況

を表すカテゴリである。協力者全員が HIV

感染によるスティグマの付与を述べた。周

囲の人聞からはもちろん、同居家族からも

差別的な扱いを毎日受けている協力者もい

た。

f府案とbか3とλ，:j.iJ/iづいてこ凌ぐま

Pまず二みんまが消>t.ていぐんです二 7t万み

ら (!ll五舎の事実1:1，ノλjご/:1iiv ¥;k世ん。ノ

5 

匂ta芽と (t!J助ノグループ以匁Jご/:1(か

らf士、、の調子や三笠冴のごとまとソ諸世主世

ん。J

後五菜1:1.府支のことをかっていますが、 k

λ/.:: /:1itf Lたことはあ りますん。 めL話 L

J士ら宿手，:j.i変わってLJ，吉クからです二 8分

の厚グのsJC府案のλが(感染の夢実を公

表 Lり 厚 グ のλから若手指dftoj;ラjご。

ったんです二 H分 6ぞクいjfJ/.::hラιE
5からii:tま世ん。 sJC府案のλjご/:iitf世

ますが漢字係av¥λjご/:t無理です二j

什実/:1)結受干のすいで (fl雇いのノ仕事若

@Lてるら:tず溺iか凌ぐ之i:1JまLl士。J

ら長後jご実家jご続っ乏のは2001~で大ご

ん右却にまった白lV/，ご感染Ll士jの/:1C

ぶんのでずいだ、からあずかLぐて嘉jご話世ま

いL (1ft手グ危ぐでめノ疲れま世ん。J

た嘉fJJ/:1府案)j.i'ラつ3からと、 :tL/，ご/:1食事

を手渡L世ず潜jごつがで/!JlL与さず二 こんま

ごとでは厳梁Lまいとbかっていて6やっ

てLまクJラです二建若ι8分の6のと:tL

だら(Afj誇Lてい石ノ夫婦と子とものを定

会jご分げてお湯で法っていますユノ

医師は、 HIVのスティグマや差別を日々

の診療で常に感じていた。

f(スティク〉や差別'!:1)v ¥ぐらで6がって

います二 (t!J分点、足ぎわっ乏やで-$ひr、Lぽ
Eったグース/:1)jilijj穿とその子c!:"i6 (当時

11虜ぐらLリグ.i'HIV/，ご原梁LでいまLだo

d寂，:j.ì'éぐなグ、子 C!:'、、i6i6段差~7J3j苦言ぐまっ



で家のやで燭'，ftでいたのを鮮の住民ポヲZつ

が、 8分jご孝之でぐ，ftだんです二あま!Jf，ご

かbいそタで (JflJJftf，ごjお王舎はいらまpの

で8分点、著たいとZっ乏のに/JI!d-λれられ

ますんでL-l士。その子f:t，食事6滞iJi!f，ご与之

られず、 tぐ在っていままL注。j

また、感染の事実が知れ渡ることを恐れ

るあまり、受診行動が妨げられているケー

スも認められた。

与亨政jごはあずかLぐっで行つでま世ん。

薬や交通安~3' NGO から ~6 ;t-3 1プ止、行ぎ

ますん。J

f (/!I!1i!fとL七j感染者jご仁支援Lでぐ，ft

-3)NGO吾弟子オLで6おすてがLぐで初ア宕

pλ~ t-\~吉丈 j

感染者の家族の中には、自身の兄が AIDS

で死亡した際の家族内で付与されたスティ

グマの経験を語るものもいた。

fJ3分の'ß~AIDS で'ÆL L-~き Lた。その時

1:tfJJ:.が8分l:t卒穿グ在ので{感染Lで6ご

の'Jt;長ぐ在pから)sε者-3ので近づ〉がとT

t-¥J:: jにぎつ危んです二だ:から沼;j3't:ぐ宕

-3までfJJ:l士、、げが会事を与之I::!J世話をL-I::

!JL-でいま L-I::。今宕らか識があ-3から感

染 Lまいとbか3んです";j人ぞの時l:tt;jミ

グますんでL-l::oJ

5)カテゴリ 5:【自助グループが支え】

このカテゴリは、感染者や家族が HIV感

染者の自助グ、ループに参加することで感染

による心理的な負担を軽減できていること

を表すカテゴリである。 4家族のうち、 3

家族が自助グループに参加していた。
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f(J3身グンルー71:t)2009卒 3sJ;jゆがめ

まL-I::o NGOの事務所で'/ifJr:;肩交の28λ

止会っ1::んで丸信耕助'1.:::)薬まδクe:J3

分だちで宿r;AL-で孝之で提めJkL-1::。今l:t、

tぐ在ったグ具合;jも害ぐでf/jてごら，ft/;;:ぃ

λ~pて、 10・20 λが残っています二繍迫害ノ

場所はいδいδで、府ぐ!fiJf，ごI:tsJ待次をS

Lまず二身6心 ~5C三U.ご在-3J:: クにお:互い

に声をかげ、 $L-でt-¥まず二J

( J3fJ/Jクツルー:7"1ごj与りま辛から参110L-てます二

1 ;j~万jご 1@.、 16-20 λ;j3棄まっていδん。

ごとを話Lまず二万ぐのが茶Lみです二か

らだ、の調子や生疫のこと、お1互い'JC，案。の

か、グ〉ループのやで/;tJ3局jご話世まず二J

N.考察

ミャンマーにおける隣国への出稼ぎがも

たらす HIVの母子感染およびそれに伴う

HIV遺児の現状は、以下のカテゴリで表さ

れた。

感染者は【からだも心もうつうつ】とし

ながら、【症状と薬が支配する生活】を送っ

ていた。また、感染者は HIVに感染したこ

とで将来に絶望しながらも、日々の暮らし

に願いを込めながら、特に子どもの将来が

無事であることを【絶望の中の願い】とし

て生きていた。また、周囲の人間や家族か

らの【スティグマを甘んずる】状況にあり

ながらも、【自助グループが支え】となり

心理的な負担を軽減していた。

以下、各カテゴリを含め、 1.HIV感染

者の症状と治療薬、 2. 出稼ぎに関連した

経済状況と HIVの関連、 3.HIV母子感染

の展望、 4.スティグマの克服と自助グノレ



一プの役割、の順に考察を述べる。

1. HIV感染者の症状と治療薬

協力者のうち感染者はいずれも AIDSは

発症しておらず、 1名以外はARTを行って

いた。しかし、多くの感染者が重篤ではな

いものの感染症様の症状や易疲労感を訴え

ていた。心理的には、不眠や不安を抱えて

いた。同時に、易疲労感や定期的な受診の

ために、日常生活への制限を自らに課しな

がら生活を送っていた。すなわち、【からだ

も心もうつうつ】としながら、【症状と薬が

支配する生活】を送っていた。

現在先進国において、 HIV感染はイコー

ル死の宣告ではない。しかし、予防や治療

へのアクセスに制限があるミャンマーを含

めた途上国では、 HIV感染が、症状の程度

に関わらず日常生活の質を著しく低下させ

る。

本研究の対象地域では、行政が感染者へ

ARTの無料配布を行っている。但し年間で

人数制限があり、 2008年度までは年間 100

人だったが、 2009年度は年間 35人と、公

的支援は縮小していた。従って、多くの感

染者は自身で抗ウィルス薬を調達する必要

がある。しかし、 ARTの費用は月に約3千

円と高額である。感染者は全員 AIDSこそ

発症していないが、種々の身体症状から感

染前よりも活動強度を落とさざるを得ず、

収入が減少、または仕事ができなくなって

いた。中には、症状から無理はできないと

感じながらも、生活と薬代のため、低賃金

で洗濯代行をしている感染者もいた。仕事

ができなくなった感染者は、家族を養う必

要性と HIV感染により仕事のできないジレ

ンマに陥っていた。
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以上から、当事者の状況把握は顕在化し

ている症状のみでは不十分であり、家族も

含めた生活状況を把握した上で、感染者へ

の支援を検討する必要が考えられた。

2. 出稼ぎと HIVの関連

本研究における対象者は全員、タイ王国

(以下、タイとする)への出稼ぎ経験があ

った。水野ら (2008) はミャンマーからタ

イへ流出する出稼ぎ労働者は、国境地域に

居住する少数民族の割合が高いと述べてい

るが、本研究の協力者は全員少数民族のシ

ャン族であり、文献と一致した。

また感染原因は、全員性交渉と考えられ

た。夫→妻の感染例は、夫の買春が原因と

考えられた。妻→夫の感染例は、タイへ出

稼ぎ経験のある妻の前夫が AIDSで死亡し

ており、それが原因と考えられた。

ミャンマーにおいて、 HIV予防の啓発活

動は、タウンシップレベルの HIV担当の医

務官および看護師によるキャンペーンや講

演会、パンフレット配布、看板掲示などが

行われている。しかし、保健医療従事者の

不足が著しく、且つ予防活動の予算もほと

んど配分されていない。その活動は質量と

もに十分とは言い難く、出稼ぎ労働者は

HIV予防の知識を得る機会がないまま、出

稼ぎに従事したと考えられる。出稼ぎ先の

タイでも、移民社会の HIV/AIDS感染に対

する脆弱性について、懸念の声が多く上が

っている (Marw捌 nMacan-Markar， 2005)。

タイ政府は、 2007圃 2011の国家エイズ計画に

おいて、移民は優先的に AIDSの予防的介

入、治療、そして影響を緩和される存在と

して認識している (NatinalAIDS Prevention 

and Alleviation Committee， 2010)。バンコク



に拠点を置く NGOのラックス・タイ財団

(2009)は、「彼らの職業や移民としての地

位に関連するさまざまな要因が、保健サー

ビスを利用し、関連情報を入手する上での

障壁になっており、移民とそのパートナー

が HIV/AIDS感染の脅威にさらされる危険

性は増大しているJと指摘する。さらに、

HIV感染者の多くが「自らが感染している

ことに気づかないまま、性交渉の相手に感

染させる危険性がある」と述べる。同財団

は、外国人労働者向けの相談所を開設し、

コンドーム使用の重要性について読みやす

いパンフレットや書籍を広く配布し、また、

工場や各家庭を訪問して移民労働者に直接

手を差し伸べている。

ミャンマーにおける日系企業の平均賃金

は、製造業の作業員で 23米ドル/月と、

タイの 231米ドル/月とは依然大きな経

済格差が存在する (JETRO，2010)。今後も、

隣国にアクセスの良いミャンマー・国境付

近の出稼ぎ労働者の流出は継続すると考え

られる。ミャンマー国内での HIV予防啓発

活動に限界のある現在、出稼ぎ先で予防に

関する知識を得る機会の拡大が、実質的に

は効果的な感染予防対策となる。ミャンマ

ー保健省(2009)はタイ政府と、ミャンマーー

タイ国境地域の保健に関して連携する共同

行動計画を企画しており、今後、両国が協

働して HIVの予防・治療・支援事業が展開

していくことが期待される。

3. HIV母子感染の展望

本研究において、国境への出稼ぎ労働に

よる HIV母子感染と考えられたケースは、

5例中 1例のみであった。さらにその 1例

は母子ともに死亡しており、当事者の声や
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状況を結果に示すことができなかった。そ

の夫も妻が死んで4年が経過しており、自

身も感染者で家族 11人を養う必要性から、

現在の生活への不安のみが抽出された。

HIVの母子感染は、妊娠中の ART内服、

帝王切開分娩、および母乳栄養の中止によ

り、感染率が 30%から 2%まで抑えられるこ

とがわかっている。しかし、ミャンマーを

含めた途上国においては、 ART、帝王切開、

そして人工栄養、いずれへのアクセスにも

多くの課題がある。ミャンマーにおいては、

HIV検査へのアクセスさえも容易ではない。

National AIDS Programmeは、2008年に産前

ケアの一環として検査前の HIVカウンセリ

ングを受けた女性は2007年と比較して7%、

HIV検査を承諾し検査後のカウンセリング

を含め検査結果を受け取った女性は同じく

2007年と比較して 27%増加したと報告す

る (2010)0 2009年には HIVに感染した妊

婦の 55.4%が母子感染予防目的でARTが投

与されたと見積もられている。しかし、2001

年に開始したこれらのサービスは、 2008年

時点でミャンマー圏内の 183のサイト(う

ち38は病院、 145は地域)で展開されてい

るに過ぎない。産前ケアを提供する施設の

うち、 HIV検査とカウンセリングが受けら

れるのは、ミャンマー全土で推定 38.8%で

ある (WHO，2008) 0 WHOは、 2006年に

「ユニバーサルアクセス」を提唱し、 2010

年までに HIVとエイズの予防・治療・ケア

が必要な患者すべてにそれらへのアクセス

を確立するという目標を掲げたが、依然と

して及ばない状況である (2009)。今後も治

療とケアを必要とする人々すべてにそれら

を提供するという目標を掲げ、 HIVとエイ

ズの治療とケアを受けられるように窓口を



広げ続けなければならない。同時に、 HIV

予防についても考え、新たな予防法の開発

に継続的に取り組むことが、治療とケアに

対するユニバーサルアクセスの実現に近づ

くことができるだろう。

また、ミャンマーにおいて HIVの妊婦か

ら出生した子どもの感染率は、 22.97%と報

告されている(NationalAIDS Programme ， 

2010)。ただし、本研究の協力者のように、

HIV検査を受けていないが恐らく AIDSで

死亡したと考えられる子どもは感染者数に

は挙がってこない。割合はさらに高い可能

性があるだろう。

さらに、本研究においては、感染者が、

母子感染には至っていない子どもの将来に

対して、【絶望の中の顕い】を抱いていた。

これは、親である感染者自身が先に死んで、

いくことを予測し、残される子どもの将来

を案じていることを表す。協力者の中でも

母親である感染者は 1名のみであったが、

彼女に顕著な，思いであった。 HIV遺児は、

教育、保健、経済などすべての分野におい

て、脆弱性が指摘されている。特に公的な

社会サービスが弱い途上国では、親の死亡

が子どもの生命に直結することがある。結

果の中で、医師が語ったケースも、 HIV遺児

になった後、自身も AIDSを発症し、どこ

からも支援のないまま死亡していた。

なお、本研究において、目的のひとつで

あった国境への出稼ぎ労働に起因する HIV

遺児の現状を十分に明らかにすることがで

きなかった。理由は、協力者の子どもと面

接できなかったこと、そして協力者の中で

両親ともに死亡した孤児が皆無で、あったこ

とが挙げられる。国境への出稼ぎに起因し

ないHIV遺児が多いことが現地において判
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明しており、今後は出稼ぎを対象要件とし

て限定しないHIV遺児の現状把握が行われ

るべきであろう。

4.スティグマの克服と自助グループの役割

協力者は、周聞の人間や家族からの【ス

ティグマを甘んずる】状況にありながらも、

【自助グループが支え】となり心理的な負

担を軽減していた。

国 V感染者へのスティグマと差別は、ミ

ャンマーにおける他の調査でも依然重大な

課題であることが示されている (National

AIDS Programme 2007; National AIDS 

Programme， 2008)。その調査では、多くの回

答者が、親戚が HIVになったら世話をする

が、 HIV感染している行商人からは食品を

購入しないと答えたと報告している。また、

「生命のためのエイズ治療国際研究J(出e

International Association ofPhysicians in AIDS 

Care， 2008) は、 18カ国・ 3000人の HIV陽

性者へのインタピュによる研究である。回

答者の 54%は自分が HIVに感染しているこ

とを他人が知っているかどうかを「かなり」

あるいは「ある程度J気にしており、うち

83%は社会的差別やスティグマを恐れてい

た。また、アジアの回答者はアフリカの回

答者と比較して自分の感染を他に知られる

ことによって、家族や友人との人間関係が

崩れることを恐れていた。

本研究の協力者の中には、家族に感染の

事実を隠している者はいなかったが、義理

の親から配膳や食器洗浄に関して理不尽な

扱いを受けている者がいた。しかし、それ

らに抗うこともできず、毎日の生活の中で

その扱いを甘んじて受け入れていた。

HIV/AIDSのスティグマは、感染者やその



家族を社会から孤立させ、予防、治療、ケ

ア、サポートを遠ざける悪循環に陥らせる。

本研究の協力者にも、 HIV感染者を支援す

る国際NGOの存在を知っていながら、他人

に感染の事実を知られることを恐れ、自助

グループにも加入せず薬代の援助も受けて

いない者が 1名いた。しかし、逆に本研究

の協力者 5名中 4名は自助グループに参加

していた。協力者の中で他人へ感染事実を

公表している者は皆無であったが、自助グ

ループのメンバーには、病気を含めた自分

を開示し、相互に理解しあえていた。

1994年、パリで開催されたエイズサミッ

トにおいて、 GIPA(Greater Involvement of 

People Living with HIV / AIDS)、HIV感染者

の HIV/AIDS対策への積極的関与を提言し

た理念が採択されている。 2001年には、国

連エイズ特別総会において、 HIV感染者の

経験や知識を重要な資源として活用すると

いう GIPAよりさらに積極的な姿勢が示さ

れた。また、本研究の協力者の中には、 HIV

の感染者本人ではなく、感染者の妻(非感

染者)が積極的に他の HIV感染者の心理的

支援を行っているケースもあった。

当事者による積極的な HIV/AIDS対策へ

の関与は今後さらに重要であるが、家族も

当事者に含めた視点を持つことで、より効

果的で効率的な対策が展開できるだろう。

研究の限界

本研究の協力者は、ミャンマー・国境付

近の 1タウンシップに限定され、全員がタ

イへの出稼ぎ経験があった。従って、他に

隣接する中園、インド、パングラデ、シュ、

ラオスなどへの出稼ぎによる HIVの母子感

染およびHIV遺児の現状は異なる可能性が
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ある。

v.まとめ

ミャンマーにおいて家族成員による隣国

への出稼ぎがもたらすHIVの母子感染およ

びそれに伴う HIV遺児の現状を明らかにす

ることを目的に、 4家族、延べ 6人の主た

る研究協力者、医師である 2人の副たる研

究協力者と面接の結果、以下の点が明らか

になった。

感染者は【からだも心もうつうつ】と

しながら、【症状と薬が支配する生活】を送

っていた。また、感染者は HIVに感染した

ことで将来に絶望しながらも、日々の暮ら

しに願いを込めながら、特に子どもの将来

が無事であることを【絶望の中の願い】と

して生きていた。また、周囲の人間や家族

からの【スティグマを甘んずる】状況にあ

りながらも、【自助グループが支え}となり

心理的な負担を軽減していた。
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表1.主な研究協力者の概要
No. 2 3 4 
居住地 rural urban ・rural rural urban 
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実事2/E妻Z(3E7E)、""夫53(マ40ニ)喜.

1/娘(34) 1/妻(29)
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感染者 夫 娘 夫
-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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2てr:ül実字'~ 1文[王芙一
子どもの数 1(2人死亡) 3 o 
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A出R稼T内ぎ服期の間/有場無所
2年間/タイ 10年以上/タイ国境 2-3年有/タイ

._--------------------ーーーー
2回延べ7-8年

無 有
同園圃圃・a・圃圃a岨園軸 園園周囲ーーー

有- 圃 幽圃園園圃園園 国圃圃圃圃園田圃輔副曲 ・圃圃園田園園

夫はHIV感染者自助グ
ループのリーダー。

1人目の夫と離婚後 タイで2006に出産時
夫は家族と離れNGOの

妻は4年前lこAIDSで死 トレーニングを受けて養
タイで売春、帰国後 HIV(+ )とp/o。自分は感

備考 亡、子供3人のうち2人は 鶏のため2009年ん7月よ
再婚し、夫と一緒にタ 染するようなことをしてい
イヘ行き売春、 2008 ないので間違いと思って

AIDSで死亡 り生まれ故郷の村付近
に離婚し、 2009に帰 いた。帰国後、検査を勧

で1人で生活、妻は衝の
市場で生活雑貨を売り

国 められ2008に陽性判明

生計を立てる


